
計画の区分： 大学院の設置

令和元年５月１日現在

注２

（注）１　「計画の区分」は設置時の基本計画書「計画の区分」と同様に記載してください。

Ｆ Ａ Ｘ　　０７４５－７２－０８２２

ｅ－mail　　p-office@naragakuen-u.jp
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キミ

　幸
ユキ

　作成担当者

学校法人 奈良学園

[平成30年度設置］

【認可】設置に係る設置計画履行状況報告書

奈良学園大学大学院

注１

　　担当部局（課）名　事務局

・大学院設置の場合：「○○大学大学院」

・大学院の研究科の設置の場合：「○○大学大学院　○○研究科」

例）　○○大学　△△学部　□□学科

（旧名称：◇◇学科（平成◇◇年度より学科名称変更））

・短期大学の学科の設置の場合：「○○短期大学　△△学科」

設置時から対象学部等の名称変更があった場合には、表題には現在の名称を記載し，その下欄に

（　　）書きにて、設置時の旧名称を記載してください。

電話番号　　０７４５－７３－７８００

（夜間）　　０７４５－７３－７８２０

（依頼）」の別紙に記載のある大学番号を記載してください。

・大学院の研究科の専攻の設置等の場合：「○○大学大学院　○○研究科　○○専攻（修士課程）」

・通信教育課程の開設の場合：「○○大学　△△学部　□□学科（通信教育課程）」

３　大学番号の欄については、平成３１年４月２日付事務連絡「履行状況報告書の提出について

２　大学院の場合は、表題を「○○大学大学院　・・・」と記入してください。

・学部の学科の設置の場合：「○○大学　△△学部　□□学科」

表題は「計画の区分」に従い、記入してください。

例）

・学部の設置の場合：「○○大学　△△学部」

・大学の設置の場合：「○○大学」

認可

大学番号：０００
注３

認可

大学番号：私２４５
注３
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＜看護学研究科＞

＜□□学科＞

＜◇◇学科＞

４．既設大学等の状況　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４１
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７．その他全般的事項　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４７
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１　調査対象大学等の概要等

（１） 設　置　ᎍ

ᏛᰯἲேዉⰋᏛᅬ
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（２） 大　学　名

ࠛ��1-��2�

（３） 調査対象大学等のˮ置
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・ ㌿ධᏛ⏕ࡣグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡋ
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（５） 調査対象学部等の名称、ܭ員、入学ᎍの状況等

　（５）－ձ　ㄪᰝᑐ㇟Ꮫ部➼ࡢ名⛠➼

ே

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධᵝྠศ㔝ࠖࡢ⛉ᏛࡣᏛཪࠕࡢࠖ（（㸯ࡢ２ࡢࡑ）

（ὀ）・　ᐃဨࢆኚ᭦ࡓࡋሙྜࠕࠊࡣഛ⪃ࠖኚ᭦๓ࡢேᩘࠊኚ᭦ᖺ᭶ཬࡧሗ࿌ᖺᗘࢆ（　）᭩࡛ࡁグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ Ꮫ⏕ເ㞟Ṇࢆணᐃࡿ࠸࡚ࡋሙྜࠕࠊࡣഛ⪃ࠖࡢࡑ᪨グ㍕ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ
・ ᴫせ（ูグᵝᘧ➨２号ࡢ➼⛬ᩍ⫱課ࠕࡢタ⨨ᒆฟ᭩ࠖࠕࡣㄆྍ⏦ㄳ᭩ࠖཪࠕࠊࡣศ㔝ࠖࡢ⛉ᏛࡣᏛཪࠕ

ᖺ ே ᖺḟ ே

⦅ධᏛᐃဨ ᐜᐃဨ

・ ᇶ♏ࡿ࡞Ꮫ部➼ࡿ࠶ࡀሙྜࠕࠊࡣഛ⪃ࠖᇶ♏ࡿ࡞Ꮫ部➼ࡢ名⛠ࢆグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ㄪᰝᑐ㇟Ꮫ部➼ࡢ
名⛠（Ꮫ）

ഛ　　⪃
ᏛཪࡣᏛ⛉

ศ㔝ࡢ

タ ⨨  ࡢ ィ ⏬

ಟᴗᖺ㝈 ධᏛᐃဨ

ಖ⾨⏕Ꮫ㛵
ಀ（┳ㆤᏛ㛵

ಀ）

　（５）－ղ　ㄪᰝᑐ㇟Ꮫ部➼ࡢධᏛ者ࡢ≧ἣ

ᇶ♏ࡿ࡞Ꮫ部➼
ಖ་⒪Ꮫ部

--ᖹ成３０ᖺᗘ ௧ඖᖺᗘ -

�.�2 ಸ - ಸ

ഛ　　⪃
ᖹᆒධᏛᐃဨ

㉸ 㐣 ⋡

㛤タᖺᗘࡽ
ሗ࿌ᖺᗘ࡛ࡲ
ᖹᆒධᏛᐃࡢ

ဨ㉸㐣⋡

-

-

�　- �

> 　- @

-�.��

> 　- @

2



ᑐ㇟ᖺᗘ

Ꮫ　ᖺ ᏘධᏛ Ꮫᮇࡢࡢࡑ ᏘධᏛ Ꮫᮇࡢࡢࡑ ᏘධᏛ Ꮫᮇࡢࡢࡑ ᏘධᏛ Ꮫᮇࡢࡢࡑ ᏘධᏛ Ꮫᮇࡢࡢࡑ

� - � - - - - - - -

>　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

� - - - - - - -

>　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

- - - - - -

>　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @ >　- @

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

- - - -

>　- @ >　- @ >　- @ >　- @

（ - ） （ - ） （ - ） （ - ）

（ὀ）・　ሗ࿌年度の５月１日現在の情報を記入してください。（過年度については、各年度末時点の情報として記入してください。）

・　> 　 @ෆࠊࡣ␃Ꮫ⏕ࡢ≧ἣ࡚࠸ࡘෆᩘ࡛グධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋヱ当࠸࡞ࡀᖺᗘࢆࠖ－ࠕࡣグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・（　）ෆࠊࡣ␃ᖺ者ࡢ≧ἣࠊ࡚࠸ࡘෆᩘ࡛グධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋヱ当࠸࡞ࡀᖺࢆࠖ－ࠕࡣグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ ⦅ධᏛ⏕ࡸ㌿ධᏛ⏕࡚ࡵྵࡶグධࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㝿ࠊഛ⪃ḍேᩘࡢෆヂࢆグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ Ꮫᮇࡢ༊ศᚑ࠸Ꮫ⏕ࢆධᏛࡿࡏࡉሙྜࠊࡣᏘධᏛࡢࡑࡢᏛᮇ（ᏘධᏛ௨እࡢᏛᮇ༊ศࢆタࡿ࠸࡚ࡅ

ሙྜ）ศࢆ್ᩘ࡚ࡅグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᏘධᏛࡢࡳࡢᐇࡢሙྜࡢࡑࠊࡣࡢᏛᮇḍࢆࠖ－ࠕࡣグධ࡚ࡋ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධࢆேᩘࡢࡑഛ⪃ḍࠊࡣሙྜࡿ࠸࡚ࡅタࢆධᏛᐃဨᏛᮇࡢࡢࡑࠊࡓࡲࠋ࠸ࡉࡔࡃ

・ ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධࢆᩘ⏕Ꮫ␃ࠊᅾᏛ者ᩘࡓࡋィྜࢆᏛᮇࡢࡢࡑᏘධᏛࡢᖺᗘྛࠊࡣ࡚࠸ࡘィࠖࠕ

（　 - ）

-

（　 - ）

-

（　 - ） （　 - ） （　 - ）

ᖹ成３０ᖺᗘ ௧ඖᖺᗘ

ィ

ഛ ⪃

� 1� - -

>　　- @ >　　- @ >　　- @ >　　- @>　　- @

㸯ᖺḟ

２ᖺḟ

-

　（５）－ճ　ㄪᰝᑐ㇟Ꮫ部➼ࡢᅾᏛ者ࡢ≧ἣ

-

�



　（５）－մ　ㄪᰝᑐ㇟Ꮫ部➼ࡢ㏥Ꮫ者➼ࡢ≧ἣ

6 人 0 人 平成３０年度 0 人 0 人

平成３０年度 0 人 0 人

令和元年度 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人

（注）・　数字は、報告年度の５月１日現在の数字を記入してください。　

・ 各対象年度の在学者数については、対象年度の人数を記入してください。（在学者数から退学者数を減らす必要はありません。）

・ 内訳については、退学した学生が入学した年度ごとに記入してください。また、留学生数欄の人数については、退学者数の内数を記入してください。

・ 在学者数、退学者数には編入学生や転入学生も含めて記入してください。

・ 「主な退学理由」は、下の項目を参考に記入してください。その際、「就学意欲の低下（○人）」というように、その人数も含めて記入してください。

（記入項目例）・就学意欲の低下　　　・学力不足　　　・他の教育機関への入学・転学　　　　　　　・海外留学

・就職 ・学生個人の心身に関する事情 ・家庭の事情 ・除籍 ・その他

　（５）－յ　ㄪᰝᑐ㇟Ꮫ部➼ࡢᖺᗘࡢࡈ㏥Ꮫ者ࡢྜ

【平成３０年度】

平成３０年度の退学者数（ａ） 0
平成３０年度の在学者数（ｂ） 6

【令和元年度】

令和元年度の退学者数（ａ） 0
令和元年度の在学者数（ｂ） 10

（ὀ）・　ᑠᩘⅬ௨ୗ➨３ࢆษࡾᤞ࡚ࠊᑠᩘⅬ௨ୗ➨２ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲࡛ࡲ

退学者数
主な退学理由

（留学生の理由は[　]書き）

༊　ศ

ᑐ㇟ᖺᗘ
うち留学生数

在学者数（b） 退学者数（a）

内訳

入学した年度

合　　計

平成３０年度

人令和元年度 10 人 0

=

= = 0.00 ％

0.00 ％=

�
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ᢥ
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⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

ᚲ

ಟ

㑅

ᢥ

⮬

⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

１前 2 2 1 １前 2 　 3 0

１後 　 2 1 1 １後 　 2 　 2 0

１後 　 2 1 1 １後 　 2 　 1 1

１前 2 6 1 １前 2 　 5 4

2 1 2 1

１後 2 2 １後 2 3

１後 2 1 1 1 １後 2 1 1 1

１後 2 1 １後 2 0

　 2 　 1 1 　 2 　 1 1

　 2 　 1 1 　 2 　 1 5

2 1 1 2 1 3

１前 2 5 1 1 １前 2 5 1 2

小計（12科目） - 6 18 0 9 2 1 0 0 5 小計（12科目） - 6 18 0 8 1 1 0 0 12

１前 2 3 1 1 1 １前 2 　 3 2 0 1

１前 2 3 1 2 １前 2 　 4 1 0

１後 2 1 2 １後 2 1 2

１後 2 1 1 １後 2 1 1

２前 2 3 1 1 ２前 2 4 1 0

１前 2 1 1 １前 2 1 　 1

１前 2 1 1 1 １前 2 1 1 　 1

在宅看護学特論Ⅲ
（回復支援）

在宅看護学特論Ⅲ
（回復支援）

在宅看護学特論Ⅳ
（地域包括支援）

在宅看護学特論Ⅳ
（地域包括支援）

在宅看護学特論演習 在宅看護学特論演習

専
門
科
目

（
在
宅
看
護
学
分
野

）

専
門
科
目

（
在
宅
看
護
学
分
野

）

育成看護学特論Ⅰ
（発達支援）

在宅看護学特論Ⅰ
（在宅看護学）

在宅看護学特論Ⅱ
（慢性期）

在宅看護学特論Ⅰ
（在宅看護学）

在宅看護学特論Ⅱ
（慢性期）

育成看護学特論Ⅱ
（次世代育成支援）

専
門
科
目

（
育
成
看
護
学
分
野

）

育成看護学特論Ⅰ
（発達支援）（未開
講）

育成看護学特論Ⅱ
（次世代育成支援）
（未開講）

専
門
科
目

（
育
成
看
護
学
分
野

）

１・2
前

看護理論特論

看護教育学特論

看護管理学特論

臨床薬理学 １・2
後

病態生理学 １・2
前

フィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ １・2
前

臨床薬理学 １・2
後

病態生理学 １・2
前

フィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ １・2
前

看護研究特論

国際医療特論

国際看護特論

ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ特論

看護倫理特論

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ論

看護研究特論

国際医療特論

国際看護特論

ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ特論

看護倫理特論

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ論 １・2
前

看護理論特論

看護教育学特論

看護管理学特論

⛉┠
༊ศ

２　授業科目の概要

＜看護学研究科　看護学専攻（修士課程）＞

࠙ㄆྍཪࡣᒆฟࠚ

（１）ーĬ 授業科目表

⛉┠
༊ศ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ ༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ ව
௵
・
ව
担

ව
௵
・
ව
担

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

㓄 
当
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ḟ
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ᚲ

ಟ

㑅

ᢥ

⮬

⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

ᚲ

ಟ

㑅

ᢥ

⮬

⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

１後 2 1 1 １後 2 1 1

１後 　 2 　 1 2 １後 　 2 　 1 1

２前 　 2 　 2 1 ２前 　 2 　 2 1

１前 2 2 1 1 １前 2 1 1 1

１前 2 2 1 1 1 １前 2 1 1 1 1

1前 2 1 1 1 1 1前 2 1 1 1 1

1後 2 1 1 1 1後 2 1 1 1

1後 2 1 1 1 1後 2 1 1 1

1後 2 1 1 1 1後 2 1 1 1

1前 2 1 1 1 1前 2 1 1 1

1後 2 1 1 1 1後 2 1 1 1

1前 2 1 1 1 1前 2 1 1 1

1後 2 1 1 1 1後 2 1 1 1

2 1 1 1 2 1 1 1

2通 4 1 1 1 2通 4 1 1 1

小計（２２科目） - 0 46 0 8 4 2 1 0 9 小計（２２科目） - 0 46 0 8 4 0 1 0 8

上級直接ケア実習 上級直接ケア実習

1後
～2
前

専
門
科
目

（
精
神
看
護
学
分
野

）

専
門
科
目

（
精
神
看
護
学
分
野

）

1後
～2
前

地域移行支援精神
看護学特論

急性期精神看護学
特論

精神看護学演習Ⅰ
（精神科治療技法）

精神看護学演習Ⅱ
（精神看護理論、援
助技法）

精神看護学実習　ア
セスメント

精神看護専門看護
師役割実習

直接ケア実習

精神看護学実習　ア
セスメント

精神看護専門看護
師役割実習

直接ケア実習

地域移行支援精神
看護学特論

急性期精神看護学
特論

精神看護学演習Ⅰ
（精神科治療技法）

精神看護学演習Ⅱ
（精神看護理論、援
助技法）

༢ᩘ

࠙ㄆྍཪࡣᒆฟࠚ

⛉┠
༊ศ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

育成看護学特論演習

精神看護学特論Ⅰ
（歴史・法制度）

精神看護学特論Ⅱ
（精神・身体状態の
評価）

精神看護学特論Ⅲ
（精神科治療技法）

精神看護学特論Ⅳ
（精神看護理論、援
助技法）

精神看護学特論Ⅰ
（歴史・法制度）

精神看護学特論Ⅱ
（精神・身体状態の
評価）

精神看護学特論Ⅲ
（精神科治療技法）

精神看護学特論Ⅳ
（精神看護理論、援
助技法）

専
門
科
目

（
育
成
看
護
学
分
野

）

育成看護学特論Ⅲ
（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾍﾙｽ・ｹ
ｱ）

育成看護学特論Ⅳ
（家族支援）

育成看護学特論演習

専
門
科
目

（
育
成
看
護
学
分
野

）

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

⛉┠
༊ศ

ව
௵
・
ව
担

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨

育成看護学特論Ⅲ
（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾍﾙｽ・ｹ
ｱ）

育成看護学特論Ⅳ
（家族支援）

ව
௵
・
ව
担
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ᡭ

ᚲ
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ᤵ


ᩍ
ᤵ
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ᖌ
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ᩍ
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8 9 4 3 8 8 3 1

2通 4 1 1 　 1 2通 4 1 1 　 1

小計（２科目） - 0 12 0 9 4 3 1 0 0 小計（２科目） - 0 12 0 8 3 1 1 0 0

- 6 76 0 9 5 3 1 0 12 - 6 76 0 8 4 1 1 0 18

　基盤科目から必修6単位を含み10単位以上、専門科目から3つの分野
のうち1つの分野を主たる分野として演習2単位を含む8単位以上及び他
の分野から4単位以上の計12単位以上、研究科目から特別研究8単位を
加え、合計30単位以上を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格
すること。ただし、精神看護学分野の急性期精神看護学特論と地域移行
支援精神看護学特論、実習科目は除く。

　ＣＮＳを履修するコースにおいては、基盤科目16単位以上（国際医療特
論、看護倫理特論、看護研究特論、臨床薬理学、病態生理学、フィジカル
アセスメント12単位必修、コンサルテーション論、看護理論特論、看護教
育学特論、看護管理学特論から4単位以上）、専門分野24単位以上（特論
4科目8単位、演習2科目4単位、実習4科目10単位はそれぞれ必修、急性
期精神看護学特論又は地域移行支援看護学特論からいずれか1科目2
単位選択）、研究科目から課題研究4単位を加え、合計44単位以上を修
得し、課題研究の成果の審査及び最終試験に合格すること。

　基盤科目から必修6単位を含み10単位以上、専門科目から3つの分野
のうち1つの分野を主たる分野として演習2単位を含む8単位以上及び他
の分野から4単位以上の計12単位以上、研究科目から特別研究8単位を
加え、合計30単位以上を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格
すること。ただし、精神看護学分野の急性期精神看護学特論と地域移行
支援精神看護学特論、実習科目は除く。

　ＣＮＳを履修するコースにおいては、基盤科目16単位以上（国際医療特
論、看護倫理特論、看護研究特論、臨床薬理学、病態生理学、フィジカル
アセスメント12単位必修、コンサルテーション論、看護理論特論、看護教
育学特論、看護管理学特論から4単位以上）、専門分野24単位以上（特論
4科目8単位、演習2科目4単位、実習4科目10単位はそれぞれ必修、急性
期精神看護学特論又は地域移行支援看護学特論からいずれか1科目2
単位選択）、研究科目から課題研究4単位を加え、合計44単位以上を修
得し、課題研究の成果の審査及び最終試験に合格すること。
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課題研究

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ ව
௵
・
ව
担

１～
2通

研

究

科

目

研

究

科

目

合計（３６科目） 合計（３６科目）

卒業要件及び履修方法 卒業要件及び履修方法

特別研究

課題研究

１～
2通

特別研究

࠙ㄆྍཪࡣᒆฟࠚ

⛉┠
༊ศ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠
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⮬

⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

１前 2 2 1

１後 2 1 1

１後 2 1 1

１前 2 5 3

2 1

１後 2 2

１後 2 1 0 1

１後 2 1

　 2 　 1 1

　 2 　 1 5

2 1 4

１前 2 5 1 2

小計（12科目） - 6 18 0 7 2 0 0 0 13

１前 2 3 2 0 1

１前 2 3 2 0

１後 2 1 2

１後 2 1 1

２前 2 3 2 0

１前 2 1 　 1

１前 2 1 1 　 1

１後 2 1 1

１後 　 2 　 1 2

２前 　 2 　 2 1

࠙ᖹ成３０ᖺᗘࠚ

⛉┠
༊ศ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ ව
௵
・
ව
担

フィジカルｱｾｽﾒﾝﾄ １・2
前

専
門
科
目

（
育
成
看
護
学
分
野

）

育成看護学特論演習

育成看護学特論Ⅳ
（家族支援）

専
門
科
目

（
在
宅
看
護
学
分
野

）

在宅看護学特論Ⅰ
（在宅看護学）

在宅看護学特論Ⅱ
（慢性期）

在宅看護学特論Ⅲ
（回復支援）

在宅看護学特論Ⅳ
（地域包括支援）

国際医療特論

国際看護特論

ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ特論

看護倫理特論

ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝ論 １・2
前

看護理論特論

看護教育学特論

臨床薬理学 １・2
後

病態生理学 １・2
前

看護研究特論

看護管理学特論（未
開講）

在宅看護学特論演習

育成看護学特論Ⅰ
（発達支援）

育成看護学特論Ⅱ
（次世代育成支援）

育成看護学特論Ⅲ
（ﾘﾌﾟﾛﾀﾞｸﾃｨﾌﾞﾍﾙｽ・ｹ
ｱ）

�



ᚲ

ಟ

㑅

ᢥ

⮬

⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

１前 2 2 1 1

１前 2 2 1 1 1

1前 2 1 1 1 1

1後 2 1 1 1

1後 2 1 1 1

1後 2 1 1 1

1前 2 1 1 1

1後 2 1 1 1

1前 2 1 1 1

1後 2 1 1 1

2 1 1 1

2通 4 1 1 1

小計（２２科目） - 0 46 0 7 5 0 1 0 9

専
門
科
目

（
精
神
看
護
学
分
野

）

精神看護学演習Ⅰ
（精神科治療技法）

精神看護学演習Ⅱ
（精神看護理論、援
助技法）

࠙ᖹ成３０ᖺᗘࠚ

⛉┠
༊ศ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ ව
௵
・
ව
担

精神看護学特論Ⅲ
（精神科治療技法）

精神看護学特論Ⅳ
（精神看護理論、援
助技法）

地域移行支援精神
看護学特論（未開
講）

精神看護学特論Ⅰ
（歴史・法制度）

精神看護学特論Ⅱ
（精神・身体状態の
評価）

急性期精神看護学
特論

上級直接ケア実習

精神看護学実習　ア
セスメント

精神看護専門看護
師役割実習

直接ケア実習 1後
～2
前

�



ᚲ

ಟ

㑅

ᢥ

⮬

⏤

ᩍ

ᤵ


ᩍ
ᤵ

ㅮ

ᖌ

ຓ

ᩍ

ຓ

ᡭ

8 8 4

2通 4 1 1 　 1

小計（２科目） - 0 12 0 8 4 0 1 0 0

- 6 76 0 8 5 1 1 0 19

（ὀ）・　ሗ࿌ᖺᗘ５ࡢ月１日現在の情報を記入してください。（過年度については、各年度末時点の情報として記入してください。）

・ ᮏᤵᴗ⛉┠⾲ࠊࡣ㛤タᖺᗘࡽᥦฟᖺᗘࡢ࡛ࡲ間࡚࠸࠾ᐇ㝿ᐇࡓࢀࡉᤵᴗ⛉┠㛵ࡿࡍሗ࡚ࡋグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ ㄆྍ⏦ㄳ᭩ཪࡣタ⨨ᒆฟ᭩ࡢᵝᘧ➨２号（ࡢ２ࡢࡑ㸯）࡚ࡌ‽作成ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ ྛḍࡢ作成᪉ἲࠕࡣᏛࡢタ⨨➼ಀࡿᥦฟ᭩㢮作成ࡢᡭᘬࠕࡢࠖࡁᩍ⫱課⛬➼ࡢᴫせࠖࢆ☜ㄆࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ ࢆ（ࠋࡴྵࢆ┠⛉ࡿࡍ担当ࡀව担ᩍဨࠊ௵ව）ᤵᴗ⛉┠࡚ࡢᒆฟࡣタ⨨ㄆྍཪ ࡣᒆฟࠖࡣㄆྍཪࠕ

㯮Ꮠ࡛グධࠊ࡛ୖࡢࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋㄆྍཪࡣᒆฟࡽኚ᭦ࡿ࠸࡚ࡗ࡞⟠ᡤࡣኴᏐࡢ㉥Ꮠࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ ᒚಟᕼᮃ者ࡵࡓࡓࡗ࡞࠸ࡀᮍ㛤ㅮࡶ࡚࠸ࡘ┠⛉ࡓࡗ࡞⛉┠名ࡢ後ࠕࢁ（ᮍ㛤ㅮ）࡚ࠖࡋグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ 㸯ࡣ┠ࢪ࣮࣌ㄆྍཪࡣᒆฟሗ࿌ᖺᗘ２ࢆ⾲ࡢࡘグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ せ࡞ᖺᗘ（ᖹ成２㸷ᖺᗘ㛤タ࡛ࡤࢀ࠶ᖹ成２８ᖺᗘ）ࡣ⾲ࡢ㐺ᐅ๐㝖ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

（ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ࠺ࡼࡿࢀࡉ♧⾲ࢪ࣮࣌㸯ࡀ⾲ࡢࡘ２）

࠙ᖹ成３０ᖺᗘࠚ

合計（３６科目）

卒業要件及び履修方法

　基盤科目から必修6単位を含み10単位以上、専門科目から3つの分野
のうち1つの分野を主たる分野として演習2単位を含む8単位以上及び他
の分野から4単位以上の計12単位以上、研究科目から特別研究8単位を
加え、合計30単位以上を修得し、修士論文の審査及び最終試験に合格
すること。ただし、精神看護学分野の急性期精神看護学特論と地域移行
支援精神看護学特論、実習科目は除く。

　ＣＮＳを履修するコースにおいては、基盤科目16単位以上（国際医療特
論、看護倫理特論、看護研究特論、臨床薬理学、病態生理学、フィジカル
アセスメント12単位必修、コンサルテーション論、看護理論特論、看護教
育学特論、看護管理学特論から4単位以上）、専門分野24単位以上（特論
4科目8単位、演習2科目4単位、実習4科目10単位はそれぞれ必修、急性
期精神看護学特論又は地域移行支援看護学特論からいずれか1科目2
単位選択）、研究科目から課題研究4単位を加え、合計44単位以上を修
得し、課題研究の成果の審査及び最終試験に合格すること。

⛉┠
༊ศ

ᤵᴗ⛉┠ࡢ名⛠

㓄 
当
ᖺ 
ḟ

༢ᩘ ᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ ව
௵
・
ව
担

課題研究

研

究

科

目

特別研究 １～
2通

1�



࠙ᖹ成３０ᖺᗘࠚ

࠙௧ඖᖺᗘࠚ

（ὀ）・  ２（㸯）࣮ձ ᤵᴗ⛉┠⾲グධྛࡓࢀࡉᖺᗘࡿࡅ࠾ኚ᭦ෆᐜ（㓄当ᖺḟࡢኚ᭦ࠊᑓ௵ᩍဨ➼ࡢ㓄⨨ࡢኚ᭦ࠊ

ᤵᴗ⛉┠名ࡢኚ᭦ࠊ᪂つ⛉┠ࡢ㏣ຍࢆ（࡞⟠᮲᭩࡛ࡁグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋኚ᭦࠸࡞ࡀᖺᗘࠖࠋࡋ࡞≉ࠕࡣグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

・ ኚ᭦ෆᐜࠊࡣᤵᴗ⛉┠ࡢᮍ㛤ㅮࡸᗫṆࡣ࡚࠸ࡘグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡋ

・ せ࡞ᖺᗘ（ᖹ成２㸷ᖺᗘ㛤タ࡛ࡤࢀ࠶ᖹ成２８ᖺᗘ）ࡣ⾲ࡢ㐺ᐅ๐㝖ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

⛉┠ ⛉┠ ⛉┠ ⛉┠ ⛉┠ ⛉┠ ⛉┠ ⛉┠

（ὀ）・　ᮍ㛤ㅮ⛉┠ࡓࡵྵࡶᩍ⫱課⛬ୖࡢᤵᴗ⛉┠ᩘࢆグධࠊࡶࡿࡍ㹙　㹛ෆࠊタ⨨ࡢィ⏬ࡢࡽቑῶࢆ

グධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ（グධ㸸㸯⛉┠ῶࡢሙྜ㸸ڹ㸯）

（ᇶ┙⛉┠）
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢ┳ㆤ⌮≉ㄽࠖࠕࢆᩍᤵ1ࠖࠕࡽව௵1ࠖኚ᭦ࠋ
・㹁㹌㹑㣴成課⛬ᑐᛂࠕࠊࡾࡼ┳ㆤ⌮≉ㄽࠖࠕ࡚࠸ࡘව௵1ࠖࢆ㏣ຍࠋ
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢ┳ㆤᩍ⫱Ꮫ≉ㄽࠖࠕ࡚࠸ࡘᑓ௵1࡛ࠖᑐᛂࠋ
・㹁㹌㹑㣴成課⛬ᑐᛂࠕࠊࡾࡼែ⏕⌮Ꮫࠖࠕ࡚࠸ࡘව௵1ࠖࠕࡽව௵�ࠖኚ᭦ࠋ
・㹁㹌㹑㣴成課⛬ᑐᛂࠕ࡚࠸ࡘࠖࢺ࣓ࣥࢫࢭࣝ࢝ࢪࣇࠕࠊࡾࡼව௵1ࠖࠕࡽව௵�ࠖኚ᭦ࠋ
・㹁㹌㹑㣴成課⛬ᑐᛂࠕࠊࡾࡼ┳ㆤ◊✲≉ㄽࠖࠕ࡚࠸ࡘව௵1ࠖࠕࡽව௵2ࠖኚ᭦ࠋ

（ᑓ㛛⛉┠）
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢᅾᏯ┳ㆤᏛ≉ㄽϨ（ᅾᏯ┳ㆤᏛ）ࠖࠕ࡚࠸ࡘㅮᖌ1ࠖࠕࡽᩍᤵ2ࠖኚ᭦ࠋ
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢᅾᏯ┳ㆤᏛ≉ㄽϩ（៏ᛶᮇ）ࠖࠕ࡚࠸ࡘㅮᖌ1ࠖࠕࡽᩍᤵ2ࠖኚ᭦ࠋ
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢᅾᏯ┳ㆤᏛ≉ㄽ₇⩦ࠖࠕ࡚࠸ࡘㅮᖌ1ࠖࠕࡽᩍᤵ2ࠖኚ᭦ࠋ
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢ⢭⚄┳ㆤᏛ≉ㄽϨ（Ṕྐ・ἲไᗘ）ࠖࠕ࡚࠸ࡘᩍᤵ2ࠖࠕࡽᩍᤵ1ࠖኚ᭦ࠋ
・ᑵ௵ྍࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢ⢭⚄┳ㆤᏛ≉ㄽϩ（⢭⚄・㌟య≧ែࡢホ౯）ࠖࠕ࡚࠸ࡘᩍᤵ2ࠖࠕࡽᩍᤵ1ࠖኚ᭦ࠋ

（◊✲⛉┠）
・ᑵ௵ྍࠕ࡚࠸ࡘࠖ✲◊ู≉ࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢᩍᤵ�ࠋኚ᭦ᩍᤵ�ࠖࠕࡽࠖ
・ᑵ௵ྍࠕ࡚࠸ࡘࠖ✲◊ู≉ࠕࠊࡾࡼ⏤⌮ࡢㅮᖌ�ࠖࠕࡽㅮᖌ�ࠖኚ᭦ࠋ

（ᇶ┙⛉┠）
・ᩍ⫱課⛬ᐇࠕࡵࡓࡢ┳ㆤ⌮ㄽ≉ㄽࠖࠕࡣᩍᤵ2ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠋ
・ᩍ⫱課⛬ᐇࠕࡵࡓࡢ┳ㆤ⌮≉ㄽࠖࠕࡣᩍᤵ�ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖࠕࠊව௵1ࠖࠕࡽව௵�ࠖኚ᭦ࠋ
・ᡤᒓᩍဨ㏥職ࠕࡵࡓࡢᅜ㝿་⒪≉ㄽࠖࠕࡣᩍᤵ1ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠕࠋᩍᤵ1ࠖࢆ㏣ຍࡋᑐᛂࠋ
・ᡤᒓᩍဨ㏥職ࠕࡵࡓࡢᅜ㝿┳ㆤ≉ㄽࠖࠕࡣᩍᤵ1ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠕࠋᩍᤵ1ࠖࢆ㏣ຍࡋᑐᛂࠋ
・ᡤᒓᩍဨ㏥職ࠕࡵࡓࡢ┳ㆤ⟶⌮Ꮫ≉ㄽࠖࠕࡣᩍᤵ1ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠋ

（ᑓ㛛⛉┠）
・ᡤᒓᩍဨ㏥職ࠕࡵࡓࡢᅾᏯ┳ㆤᏛ≉ㄽϩ（៏ᛶᮇ）ࠖࠕࡣᩍᤵ1ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠕࠋᩍᤵ1ࠖࢆ㏣ຍࡋᑐᛂࠋ
・ᡤᒓᩍဨ㏥職ࠕࡵࡓࡢᅾᏯ┳ㆤᏛ≉ㄽ₇⩦ࠖࠕࡣᩍᤵ1ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠕࠋᩍᤵ1ࠖࢆ㏣ຍࡋᑐᛂࠋ
・ᑵ௵ྍࠕࡾࡼ⏤⌮ࡢ⫱成┳ㆤᏛ≉ㄽϫ（ᐙ᪘ᨭ）ࠖࠕࡣව௵2ࠖࠕࡽව௵1ࠖኚ᭦ࠋ

（◊✲⛉┠）
・ᡤᒓᩍဨ㏥職ࠕࡣࠖ✲◊ู≉ࠕࡵࡓࡢᩍᤵ�ࠖࠕࡽᩍᤵ�ࠖኚ᭦ࠋ
・ᩍ⫱課⛬ᐇࠕࠖ✲◊ู≉ࠕࡵࡓࡢㅮᖌ1ࠖࢆ㏣ຍࠋ

ィ

ኚ᭦≧ἣ

� �� � ��

ഛ⪃

>　 �　 @ >　 �　 @

�

>　 �　 @

ィ（Ａ）

��

>　 �　 @

ᚲಟ 㑅ᢥ ⮬⏤

�

タ⨨ࡢィ⏬

ᚲಟ 㑅ᢥ

��

（２） 授業科目ૠ

⮬⏤

（１）ーĭ授業科目表に᧙する変更ϋܾ
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番号 ᤵᴗ⛉┠名 ༢  ᩘ 㓄当ᖺḟ ୍⯡・ᑓ㛛 ᚲಟ・㑅ᢥ

㸯

２

３

（ὀ）・　㓄当ᖺḟ㐩ࡶࡿ࠸࡚ࡋ㛵ࠊࡎࡽࢃఱࡢࡽ⌮⏤࡛ᮍ㛤ㅮࡿ࠸࡚ࡗ࡞ᤵᴗ⛉┠࡚࠸ࡘグධ࡚ࡋ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධලయⓗࡾ㝈࡞⬟ྍࡣ࡚࠸ࡘ⏤⌮ࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

・ ᒚಟᕼᮃ者ࡵࡓࡓࡗ࡞࠸ࡀᮍ㛤ㅮࡣ࡚࠸ࡘ┠⛉ࡓࡗ࡞グධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࡋ

・ ᩍ職Ꮫ㝔ࡢሙྜ୍ࠕࠊࡣ⯡・ᑓ㛛ࠖࠕࢆඹ㏻・ᐇ⩦・ࡢࡑࠖಟṇ࡚ࡋグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

番号 ᤵᴗ⛉┠名 ༢  ᩘ 㓄当ᖺḟ ୍⯡・ᑓ㛛 ᚲಟ・㑅ᢥ

㸯

２

３

（ὀ）・　タ⨨ࡢィ⏬ࠊࡾ࠶ఱࡢࡽ⌮⏤࡛ᗫṆ（ᩍ⫱課⛬ࡽ๐㝖）ࡓࡋᤵᴗ⛉┠࡚࠸ࡘグධ࡚ࡋ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධලయⓗࡾ㝈࡞⬟ྍࡣ࡚࠸ࡘ⏤⌮ࠊ࠾࡞ࠋ࠸ࡉࡔࡃ

（ὀ）・　ᤵᴗ⛉┠ࢆᮍ㛤ㅮཪࡣᗫṆࡿࡼࡇࡓࡋᏛ⏕ࡢᒚಟࡢᙳ㡪㛵ࡿࡍᏛࡢᡤぢࠊ

Ꮫ⏕ࡢ࿘▱᪉ἲࠊ後ࡢ᪉㔪ࡾࡂ࡞⬟ྍࢆ࡞ලయⓗグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

（６） 「設置時の計画の授業科目ૠの計」に対する「ச開ᜒ科目とࡑഥ科目の計」のл合

�

��

（ὀ）・　ᑠᩘⅬ௨ୗ➨３ࢆษࡾᤞ࡚ࠊᑠᩘⅬ௨ୗ➨２ࠋࡍࡲࢀࡉ♧⾲࡛ࡲ

・ ࠺ࡼࡿ࡞ィᩘྜࡢࠖ┠⛉ᗫṆ（４）ࠕࠖ┠⛉ᮍ㛤ㅮ（３）ࠕࠊࡀィࠖࡢ┠⛉ᗫṆ┠⛉ᮍ㛤ㅮࠕ
␃ពࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

（５） 授業科目をச開ᜒӍはࡑഥとしたƜとに係る「大学のᙸ」ӏƼ「学ဃǁのԗჷ૾法」

（４） ഥ科目ࡑ

・ ᩍ職Ꮫ㝔ࡢሙྜ୍ࠕࠊࡣ⯡・ᑓ㛛ࠖࠕࢆඹ㏻・ᐇ⩦・ࡢࡑ࡚ࠖࡋグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ᗫṆࡢ⌮⏤㸪௦᭰ᥐ⨨ࡢ᭷↓

（３） ச開ᜒ科目

ᮍ㛤ㅮࡢ⌮⏤㸪௦᭰ᥐ⨨ࡢ᭷↓

　ヱ当ࡋ࡞

㸻 � 㸣
ᮍ㛤ㅮ⛉┠（３）ᗫṆ⛉┠（４）ࡢィ

タ⨨ࡢィ⏬ࡢᤵᴗ⛉┠ᩘࡢィ（Ａ）
㸻

該当なし

該当なし
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ഛ⪃

�� �� ��
��

ᐊ
��

ᐊ �� ᐊ

Ꮫయ

┳ㆤᏛ◊✲⛉

◊✲⛉༢࡛ࡢ⟬ฟ⬟
ィྜࡢᏛ部ࠊࡵࡓ࡞
ᅗ᭩ࡣ㺡㺼㺎㺞㺫㺼㺎㺛ࡴྵࢆ

㐠ື⏝ᆅࡣዉⰋᏛᅬᑠᏛ
ዉⰋᏛᅬⓏ⨾ࣨୣᑠࠊᰯ
ᏛᰯࠊዉⰋᏛᅬⓏ⨾ࣨୣ
୰Ꮫᰯ・㧗➼Ꮫᰯඹ⏝

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㯮Ꮠ࡛グධࠊࡣ࡚࠸ࡘ部ศࡓࡋࡋᾘ࠼㉥Ꮠ࡛ぢ࡚࠸࠾ሗ࿌ࡢᖺᗘࠊ࠾࡞

・ ᖺᗘࡢሗ࿌後ࡽᖺᗘࡢሗ࿌࡛ࡲኚ᭦ࠊࡣ࡚࠸ࡘࡢࡶࡓࡗ࠶ࡢኚ᭦部ศࢆ㉥Ꮠ࡛ぢ࠼ᾘࡋಟṇࠊࡶࡿࡍ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㉥Ꮠ࡛グධࠖ⪄ഛࠕࢆࠖ（ඖ）ࠕሗ࿌ᖺᗘࡧཬ⏤⌮ࡢࡑ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㯮Ꮠࡲࡲࡢࡋᾘ࠼ぢࠊࡣ࡚࠸ࡘ部ศࡓࡋࡋᾘ࠼㉥Ꮠ࡛ぢ࡚࠸࠾ሗ࿌ࡢᖺᗘࠊ࠾࡞

・ 㐠ືሙ⏝ᆅᰯࡀ⯋ᩜᆅูᆅࡿ࠶ሙྜࡢࡑࠊࡣ᪨（ᡤせ間・㊥㞳➼）ࠕࢆഛ⪃ࠖグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

　�����.��　੍

㡯┠ࡣＡ㹁ᑐ㇟Ꮫ部➼ࢆ್ᩘࡢグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ）

ࡢࡢࡑࠊࢆᏐᩘࡢᏛయࡣࠖ⯋ᰯ（２）ࠕࡧᆅ➼ࠖཬᰯ（㸯）ࠕࠊ࠾࡞ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣᚲせࡿࡅศᵝᘧࡢᩘ「

　ࡢ　ࡑ

ྜ ィ

　11��12�.�1　੍


Ჲ�


６� 書　　　　

᪂タᏛ部➼
⛠名ࡢ

ᩍဨ㸯ே当ࡾ◊✲㈝➼

�����.�1 ੍

������.��　੍

2�.���.��　੍


７� ˳　　育　　

㛤タ๓ᖺᗘ 成ᖺᗘ

������� 

1����1�.��　੍

　�����.��　੍ 　12��1��.�1　੍

ᐇ㦂ᐇ⩦ᐊ

成ᖺᗘ

��� ᖍ

（　�ࠝ　1　ࠞ）
2��

 （　2��　）
（ ����� ）
 （ �����　

 ⣡ ྍ ⬟  ᩘ

2��
2��

�����
�����

1��

（ ����� ）
 （ �����　

（　1�� 　）
2��

 （　2��　）

Ⅼ


書
・
設
備


５�

ィ
��ࠝ　�　ࠞ

✀

┳ㆤᏛ◊✲⛉
┳ㆤᏛᑓᨷ

��2��ࠝ��1ࠞ
 ��22�ࠝ��1ࠞ

ㅮ　⩏　ᐊ


３� 教　　ܴ　　等

₇　⩦　ᐊ


４� 専˓教員研究ܴ

　����1�.��　੍ 　2�����.��　੍

��2��ࠝ��1ࠞ
 ��22�ࠝ��1ࠞ

ᅗ　　᭩ Ꮫ⾡㞧ㄅ

እᅜ᭩ࠞࡕ࠺ࠝ

እᅜ᭩ࠞࡕ࠺ࠝ

ᶵᲔ・ჾල ᶆ　　ᮏ
እᅜ᭩ࠞࡕ࠺ࠝ

 �ࠝ　1　ࠞ
2��
2��

�����
�����

1��

 �ࠝ　1　ࠞ

（　��ࠝ　�　ࠞ）

　�.��　੍

　11��2��.��　੍

ど⫈ぬ㈨ᩱ

　2�����.��　੍

�2

㜀 ぴ ᗙ ᖍ ᩘ

（　��1��ࠝ���ࠞ）
 （　�����ࠝ���ࠞ）

（　��ࠝ　�　ࠞ） （　�ࠝ　1　ࠞ）

Ⅼ

��221.2� ੍

య⫱㤋௨እࢶ࣮࣏ࢫࡢタࡢᴫせ

Ⅼ

㔝⌫ሙ࣮࢝ࢵࢧࠊሙࢺ࣮ࢥࢫࢽࢸࠊ

㠃 ✚

経費のᙸ
ᆢりӏƼ
ዜਤ૾法
の 概 要

⤒㈝
ぢࡢ
ࡾ✚

Ꮫ⏕⣡㔠௨እࡢ⥔ᣢ᪉ἲࡢᴫせ 　⚾❧Ꮫ➼⤒ᖖ㈝⿵ຓ㔠ࠊ㈨⏘㐠⏝ධࠊ㞧ධ　➼

༊ ศ 㛤タᖺᗘ

ඹ ྠ ◊ ✲ ㈝ ➼ 2����༓ 2����༓ 1����༓

➨㸴ᖺḟ

�����༓ �༓

1����༓ 1����༓

㛤タᖺᗘ

1����༓

- ༓ - ༓

���༓

タഛ㉎ධ㈝

ᅗ᭩㉎ධ㈝

- ༓

���༓

- ༓

ෆ ᐜ

ᑓ ⏝

Ꮫ⏕㸯ே当
ࡾ

⣡㔠

➨㸯ᖺḟ ➨２ᖺḟ ➨３ᖺḟ

���༓
���༓
���༓

➨４ᖺḟ ➨５ᖺḟ

（　��1��ࠝ���ࠞ）
 （　�����ࠝ���ࠞ）

　2���1�2.�1　੍

ㄒᏛᏛ⩦タ

（⿵ຓ職ဨ　� ே）

 � ᐊ

ሗฎ⌮Ꮫ⩦タ

� ᐊ

（⿵ຓ職ဨ　� ே）

（　1�� 　）

　�1�1��.��　੍

電Ꮚࣝࢼ࣮ࣕࢪ

㠃 ✚

༊　　ศ

３　施設・設備の整備状況，経費

ಖ་⒪Ꮫ部ඹ⏝

　1�����.��　੍ �����2.��　੍

（　2���1�.1�　੍）

　2�2����.�1　੍ 　������.��　੍

ィ

2���1�.1�　੍ 　1�����.1�　੍

（　1�����.��　੍） （　1�����.��　੍）

校

ע

等

ᑓ ⏝ ඹ ⏝
ඹ⏝ࡿࡍࡢ
Ꮫᰯ➼ࡢᑓ⏝

ඹ ⏝
ඹ⏝ࡿࡍࡢ
Ꮫᰯ➼ࡢᑓ⏝

ィ

㐠ືሙ⏝ᆅ

ᑠ ィ

༊ ศ

◊✲⛉༢࡛ࡢ≉ᐃ⬟
ࢆಖ་⒪Ꮫ部ࠊࡵࡓ࡞
యࡓࡵྵ
ᖹ成�1ᖺ４᭶ࣜࣜࣅࣁ
ࡓࡢ⨨Ꮫ⛉タࣥࣙࢩ࣮ࢸ
�ඖ�ᨵಟࡵ

Ꮫయ
Ⓩ⨾ࣨୣࠊࡣࢫࣃࣥࣕ࢟
ᗂ・ᑠ・୰・㧗ඹ⏝

➨2ᖺḟࡢୗẁࢆ16&ࡣ
ᒚಟࢫ࣮ࢥࡿࡍ㑅ᢥ者

◊✲⛉༢࡛ࡢ≉ᐃ⬟
┳ಖ་⒪Ꮫ部ࠊࡵࡓ࡞
ㆤᏛ⛉ࡢඹ⏝ࡓࡵྵࢆ
య �ඖ�
 ◊✲⛉༢࡛ࡢ≉ᐃ⬟
ࡢಖ་⒪Ꮫ部ࠊࡵࡓ࡞ 
 ඹ⏝ࡓࡵྵࢆయ


１� ༊　　 ศ

ᰯ ⯋ ᩜ ᆅ

・ ᰯ⯋➼ᘓ≀ࡢィ⏬ࡢኚ᭦（ᰯ⯋ཪࡣయ⫱㤋ࡢ⥲㠃✚ࡢῶᑡࠊᘓ⠏ィ⏬ࡢ㐜ᘏ）ࡿ࠶ࡀሙྜࠕࠊࡣᘓ⠏➼タ⨨ィ⏬ኚ᭦᭩ࠖ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋᥦฟ࡚ࡏేࢆ

・ ᅜ❧Ꮫࡢ㈝⤒（８）ࠕࡣ࡚࠸ࡘぢ✚ࡾཬࡧ⥔ᣢ᪉ἲࡢᴫせࠖࡣグ㍕せ࡛ࠋࡍ

　�����.��　੍ 　2�����.��　੍ ������.��　੍���2��.��　੍

（　 　�����2.��　੍）


２� 校 ᑀ

・ ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධࢆ್ᩘࡢ௧ඖᖺ５᭶㸯᪥⌧ᅾࡣୗẁࠊࢆணᐃᩘ್ࡢ成ᖺᗘẁୖࠊࡣ࡚࠸ࡘᅗ᭩・タഛࠖ�５�ࠕ

（ὀ）・　タ⨨ࡢィ⏬ࠊࢆ⏦ㄳ᭩ࡢᵝᘧ➨２号（ࡢࡑ㸯ࡢ㸯）࡚ࡌ‽作成ࢫࣃࣥࣕ࢟ࡢᩘ「）ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋศࡿ࠸࡚ࢀሙྜࠊ　

᪂タᏛ部➼ࡢ名⛠ ᐊ ᩘ

Ꮫ㝔┳ㆤᏛ◊✲⛉ ᐊ



��ࠝ　�　ࠞ

1�



４．既設大学等の状況

 Ꮫ ࡢ 名 ⛠ ഛ　　⪃

ᖺ ே ᖺḟ ே ಸ ᖺᗘ ᖺᗘ ᖺᗘ

ே

ே間ᩍ⫱Ꮫ部 1�� ��� �.�� ᖹ成2�ᖺᗘ

　ே間ᩍ⫱Ꮫ⛉ 1�� ��� �.�� ᖹ成��ᖺᗘ ᖹ成2�ᖺᗘ

　　ே間ᩍ⫱Ꮫᑓᨷ � 12� - ��� �.�� - ᖹ成2�ᖺᗘ
ዉⰋ┴⏕㥖㒆୕㒓⏫
❧㔝�┠12-1

୰➼（ᩘᏛ・㡢ᴦ）ᑓᨷ � �� - �� 1.�1 - ᖹ成��ᖺᗘ
ዉⰋ┴⏕㥖㒆୕㒓⏫
❧㔝�┠12-1

ಖ་⒪Ꮫ部 1�� ��� �.��

　┳ㆤᏛ⛉ � �� - �2�
Ꮫኈ

（┳ㆤᏛ） 1.�� - ᖹ成2�ᖺᗘ
ዉⰋᕷ୰Ⓩ⨾ࣨୣ୕
┠1�番1号

⛉Ꮫࣥࣙࢩ࣮ࢸࣜࣅࣁࣜ �� �� �.��

　　⌮Ꮫ⒪ἲᏛᑓᨷ � �� - ��
Ꮫኈ

（⌮Ꮫ⒪ἲ
Ꮫ）

1.�� - ᖹ成�1ᖺᗘ
ዉⰋᕷ୰Ⓩ⨾ࣨୣ୕
┠1�番1号

　　作ᴗ⒪ἲᏛᑓᨷ � �� - ��
Ꮫኈ

（作ᴗ⒪ἲ
Ꮫ）

�.2� - ᖹ成�1ᖺᗘ
ዉⰋᕷ୰Ⓩ⨾ࣨୣ୕
┠1�番1号

Ꮫ㝔 � 1� �.�2

　┳ㆤᏛ◊✲⛉�㹋� 2 � - 1�
ಟኈ

（┳ㆤᏛ） �.�2 - ᖹ成��ᖺᗘ
ዉⰋᕷ୰Ⓩ⨾ࣨୣ୕
┠1�番1号

Ꮫయ - �1� - ��� - �.��

（ὀ）・ᮏㄪᰝࡢᑐ㇟ࡿ࠸࡚ࡗ࡞Ꮫ➼ࡢタ⨨者ࡀ᪤タ⨨ࡿ࠸࡚ࡋ࡚ࡢᏛ（Ꮫ㝔ྵࡴ）ࠊ▷ᮇᏛཬࡧ

㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠸ࡘᏛᰯ✀ࠊࡈሗ࿌ᖺᗘ５ࡢ᭶㸯᪥⌧ᅾࡢ≧ἣࢆグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

（ᑓᨷ⛉ཬࢆ⛉ูࡧ㝖ࡃ）ࠋ

・Ꮫ部ࡢᏛ⛉ࡢ⛉✲◊ࡣࡓࡲᑓᨷ➼ࠕࠊධᏛᐃဨࢆᐃࡈࠖ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡵ࡚ࢆ⧊⤌ࡢグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ࡿ࠸࡚ࡵᐃࢆධᏛᐃဨᑓᨷ・ࢫ࣮ࢥࡾࡼ➼課⛬ㄆᐃࠊࡣࡈࠖ⧊⤌ࡿ࠸࡚ࡵᐃࢆධᏛᐃဨࠕͤ

ሙྜࠋࡍࡲࡵྵࢆᒚಟୖࡢ༊ศࢫ࣮ࢥ࡚ࡋ・ᑓᨷࢆタࡿ࠸࡚ࡅሙྜࠋࢇࡏࡲࡵྵࡣ

・ᮏᖺᗘＡ㹁ᑐ㇟ࡿ࡞Ꮫ部➼ࠊࡣ࡚࠸ࡘᚲࡎୗ⥺ࢆᘬࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚࠸

ࠋࡍ࡛ࡌྠࠖ（∧ᖹ成�1ᖺᗘᨵゞ）ࡁᡭᘬࡢ作成ࡢᥦฟ᭩㢮ࡿಀ➼⨨Ꮫタࠕࡣ᪉࠼⪄ࡢࠖ⋠ᖹᆒධᏛᐃဨ㉸㐣ࠕ・

ࢆሗࡿ࠶ࡢᙳ㡪ᐜᐃဨࠊ࡞Ꮫ⏕ເ㞟ṆࡸቑῶࡢධᏛᐃဨࡢᏛᖺ㐍⾜୰ࠊࡣ࡚࠸ࡘḍࡢࠖ⪄ഛࠕ・

グධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

Ꮫཪ
号⛠ࡣ

㛤タ
ᖺᗘ

ᐃဨኚ᭦
ᖺᗘ

（$&ᮇ間ࡢ
Ꮫ⛉ࡳࡢ）

ᡤ　ᅾ　ᆅ

　ዉⰋᏛᅬᏛ

᪤タᏛ部➼ࡢ名⛠
ಟᴗ
ᖺ㝈

ධᏛ
ᐃဨ

⦅ධᏛ
ᐃ　ဨ

ᐜ
ᐃဨ

ᖹᆒධᏛ
ᐃဨ

㉸㐣⋡

Ꮫኈ
（ே間ᩍ⫱

Ꮫ）

1�



༊ ศ
後ࡢ

⏬ᐇィࡢ

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

␃ព事㡯

␃ព事㡯 ᒚ⾜῭

ෆᐜࡢᅜ㝿┳ㆤ≉ㄽࠖࠕ
ᑓ㛛ศ㔝ྛࠊ࡚࠸ࡘ
࡞ἣ≦ࡢㅖእᅜࡿࡅ࠾
ࡪほⅬ࡛Ꮫ࡞ᅜ㝿ⓗࠊ
㐺ษࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇ
ࠋࡇࡿࡵᨵ

ಟኈㄽᩥࡢᑂᰝᇶ‽ࡘ
ࡢ┠㡯ࡢ‽ᑂᰝᇶࠊ࡚࠸
ࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡳ
㡯┠࡞࠺ࡼࡢࢆほⅬ࡛
ᑂᰝࢆࡢࡿࡍᏛ⏕᫂
ಟኈࠊࡓࡲࠋࡇࡿࡍ♧
ㄽᩥಀ࡚࠸ࡘ✲◊ࡿ
ࡋ⬟ྍࢆࠖ✲◊ඹྠࠕ
ಟኈࠊࡋᑐࡇࡿ࠸࡚
ㄽᩥࡣ༢ⴭ࡛ࡇࡿ࠶
㝈ᐃࠊ➼ࡿࡍಶேࡢᏛಟ
成ᯝࢆホ౯࡛࠺ࡼࡿࡁ
つ⛬➼࡛᫂☜ࡇࡿࡍ
ࠋ

ࡍ成⫱࡛┠⛉ࡢࢀࡒࢀࡑ
ㄞࡶ࡛ࢫࣂࣛࢩࡀຊ⬟ࡿ
ࡿࡍᕤኵ࠺ࡼࡿࢀྲྀࡳ
ࠋࡇ

ྛᑓ㛛ศ㔝ࡿࡅ࠾ㅖእᅜࡢ
≧ἣ࡚࠸ࡘᅜ㝿ⓗ࡞ほⅬ࡛
Ꮫࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀࡇࡪᾏ
እ࡛ࡢάື⤒㦂ࡿ࠶ࡢᩍဨ࠾
ㅖࡽ࣮࣮࢝ࣆࢫࢺࢫࢤࡧࡼ
እᅜࡢ࡚࠸ࡘ≦⌧ࡢㅮ⩏ࢆ
（ඖ）ࠋࡓࡅཷ

ࡢᶆࠖ┠ࡢᤵᴗࠕࡢࢫࣂࣛࢩ
ḍཬࠊ㌟ࡿࡅ⬟ຊࠊ⫱
成ࡿࡍ⬟ຊ࡚࠸ࡘグ㍕ࠊ㝔
（ඖ）ࠋࡓࡋ㓄⏕

ಟኈㄽᩥࡢᑂᰝᇶ‽࡚࠸ࡘ
◊✲⛉ጤဨ᳨࡛ウࡲࠋࡓࡋ
࠼ࡓࠊ࡚ࡋᣦᑟ✲◊ࠊࡓ
ඹྠ◊✲ࡢሙྜ࡛ࡶ࡚ࡗ࠶༢
ⴭࡿࡍ᪨ࠕࢆᏛㄽᩥࡢᥦ
ฟࡢ࡛ࡲὶࠖࢀ᫂♧ࠋࡓࡋ
（ඖ）

ᒚ⾜῭

ᒚ⾜῭

当ึࡽಟኈㄽᩥಀࡿ◊✲
ሙྜࡢࠖ✲◊ඹྠࠕ࡚࠸ࡘ
༢ⴭࡣಟኈㄽᩥࠊࡶ࡚࠸࠾
ࠊࡽࡇࡓ࠸࡚ࡋ๓ᥦࢆ
ධᏛ後ࡢᣦᑟ࡚࠸࠾༢ⴭ
㝈ᐃࡿࢀࡉ᪨ࢆఏࠋࡓ࠼����

␃ព事㡯

࣮ࢩ࣏ࣜ・࣐ࣟࣉࢹ
ࢀࡉᙉㄪࡀᗋ⮫ࠊ࡚࠸ࡘ
ࡅ࠾３ศ㔝ࠊࡀࡿ࠸࡚
ࢆࡇࡿࡵ῝ࢆᑓ㛛ᛶࡿ
ᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗ࡛ᥖࡆ
ᗋ⌧ሙ⮫ࠊࡤࢀ࠶࡛ࡢࡿ
࠼ࢆㄗゎࡿ࠶࡛ࡳࡢ
ࡇࡿࡍព␃ࠊ࠺ࡼ࠸࡞
ࠋ

␃ព事㡯

６　附帯事項等に対する履行状況等

㝃　ᖏ　事　㡯　➼

Ꮫ๎᫂♧ࡢᏛ㝔ࡢ┠ⓗࠊ
ᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࢆ᫂♧࡚ࡋ
ᩍ⫱◊✲άືࡓࡋᐇࠊࡾ࠾
ࡏࡉᒙྥୖ୍ࢆ‽Ỉࠊ࠸⾜ࢆ
（��）ࠋࡿ࠸࡚ࡵດ࠺ࡼࡿ

タ⨨ࡢ㊃᪨・┠ⓗ➼ࡀ⏕
⏬タ⨨ィࠊ࠺ࡼࡿࢀࡉ
ࠋࡇࡿࡍ⾜ᒚᐇ☜ࢆ
ᛂࡧㄽཬ⌮ࡢ⾡Ꮫࠊࡓࡲ
࠺࠸ࡿࡍ✲◊ᩍᤵࢆ⏝
Ꮫ㝔ࡢ┠ⓗࠊࡋࡽ↷
㛤タࡽᐇࡓࡋᩍ⫱
◊✲άືࡶࡣࡇ࠺⾜ࢆ
ᒙ୍ࢆ‽Ỉࡢࡑࠊࡾࡼ
ࡇࡿࡵດ࠺ࡼࡿࡏࡉୖྥ
ࠋ

᩿ᩍ⫱◊✲άືࠊ࠸⾜ࢆ
Ỉ‽୍ࢆᒙྥୖ࠺ࡼࡿࡏࡉດ
（ඖ）ࠋࡿ࠸࡚ࡵ

␃ព事㡯 ᒚ⾜῭

ᒚ　⾜　≧　ἣ

ᒚ⾜῭

1ᖺḟ後ᮇ㛤ㅮࠊࡅྥᅾᏯ・
⫱成・⢭⚄ࡢ�ศ㔝㛵㐃ࡿࡍ
་⒪ไᗘࠊ⚟♴ไᗘࠊ┳ㆤࡢ
課㢟ࠊ࡚࠸ࡘᅜෆእᩥࡢ⊩
᳨ウ・ࡢࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢᐇ
（��）ࠋࡿ࠸࡚ࡋウ᳨ࢆ

ࡢᶆࠖ┠ࡢᤵᴗࠕࡢࢫࣂࣛࢩ
ḍཬࠊ㌟ࡿࡅ⬟ຊࠊ⫱
成ࡿࡍ⬟ຊ࡚࠸ࡘグ㍕࡚ࡋ
（��）ࠋࡿ࠸

ᅾᏯ・⫱成・⢭⚄３ࡢศ㔝
ࢆࡇࡿࡵ῝ࢆᑓ㛛ᛶࡿࡅ࠾
ᩍ⫱◊✲ୖࡢ┠ⓗࠊࡋ⮫ᗋ
⌧ሙྵࡶࡇ࠸࡞ࡣ࡛ࡳࡢ
࣮ࢸ࢚ࣥࣜ࢜ࡢධᏛ後ࠊࡵ
ࡢᮏᏛ㝔ࠊ࡚࠸࠾ࣥࣙࢩ
ᩍ⫱課⛬ࡢࢫࣂࣛࢩࡸෆᐜࢆ
ᩍဨࡽㄝ᫂ࠋࡓࡗ⾜ࢆ����
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༊ ศ
後ࡢ

⏬ᐇィࡢ

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

ㄆ　ྍ　

（２㸷ᖺ）

タ⨨ィ⏬ᒚ⾜≧ἣ

ㄪ　　 ᰝ　　 

（３０ᖺ）

・ ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධࢆᖺࡢᖺᗘࡓࢀࡉ⾲公ࡀㄪᰝ⤖ᯝࠊࡣタ⨨ィ⏬ᒚ⾜≧ἣㄪᰝࠖࠕ

・ ࢆᣦࡓࢀࡉ当ヱᏛࠊᯝ⤖ࡢㄪᰝࡢ当ヱᖺᗘࠊࡣタ⨨ィ⏬ᒚ⾜≧ἣㄪᰝࠖࠕ

࡚グධࠊࡶࡿࡍࡓࢀࡉᣦᑐࡿࡍᒚ⾜≧ἣ➼ࠊ࡚࠸ࡘලయⓗグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋῧࠊࡤࢀ࠶ࡀ㈨ᩱࡿ࡞⪄ཧࡢ➼ᒚ⾜≧ἣࡢࡑ

・ ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ㑅ᢥࢆࠖ῭⾜ᒚࠕࡤࢀ࠸࡚ࡋࡀ⾜ᒚࠊᒚ⾜୰ࠖࠕࡤࢀ࠶ᒚ⾜୰࡛ࠊࡣᒚ⾜≧ἣ࡛ࠖࠕ

・ ヱ当࠸࡞ࡀሙྜࠕࠊࡣ㝃ᖏ事㡯➼ࠖࡢ部ศࠕヱ当ࠖࡋ࡞グධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

�᭶ࡢ$&⏦ㄳ࡚࠸࠾ᗘูࡢ
ᑓ௵ᩍဨࢆ⏦ㄳ୰࡛ࠋࡿ࠶
（��）

ᐤ㝃⾜Ⅽኚ᭦ࡢㄆྍࡢ⏦ㄳಀࡿ㝃ᖏ事㡯ࢆ㝖ࢀࡑࠊ （ࠋࡃᑐࡿࡍᒚ⾜≧ἣ➼ࠊ࡚࠸ࡘ

ලయⓗグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

（ὀ）・　ࠕㄆྍࠖࠊࡣㄆྍࡣࡓࡲᒆฟࡓࢀࡉ㝃ᖏ事㡯（Ꮫᰯἲேࡢᐤ㝃⾜Ⅽཪࡣ

ᒚ⾜῭

ᑓ௵ᩍဨᩘࡀㄆྍࡢィ
ࡓࡿ࠸࡚ࡋῶᑡࡽ⏬
᥇ࡢᩍဨࡓࢀࡉ♧㸪ᥦࡵ
⏝ィ⏬ࢆ☜ᐇᒚ⾜ࡿࡍ
ࠋࡇࡿࡵດ࠺ࡼ

タ⨨ࡢィ⏬ࡢᑓ௵ᩍဨᩘࡣ
1�名࡛ࠊࡾ࠶௧ඖᖺ�᭶1᪥
⌧ᅾࡢᑓ௵ᩍဨᩘ1ࡣ�名
㸯名ࡣᖹ成�1ᖺ�᭶ࠋࡓࡗ࡞
ᑂᰝࡋㄳ⏦ࢆᑓ௵ᩍဨ⿵ࡢ
୰ࡢࡑࠋ�名ࡢᑓ௵ᩍဨࡢ
⿵ࠊࡣ࡚࠸ࡘ௧ඖᖺ�᭶
ࠊㄳ⏦ࢆᑓ௵ᩍဨ⿵ࡢ1名
1�᭶2名ࡢᑓ௵ᩍဨ⿵ࢆ⏦
ㄳࠋࡿࡍ（ඖ）

ᣦ事㡯
（ᨵၿ）

␃ព事㡯 ᒚ⾜῭

ᩍဨࡢ⿵ࢆᚲせࢀࡉ
࡚࠸ࡘ┠⛉㸯ᤵᴗࡓ
☜࡛ࡲ㛤ㅮ┠⛉ࠊࡣ
ᐇᑓ௵ᩍဨࢆ㓄⨨࡚ࡋ
ᩍဨࢆ㊊ࠋࡇࡿࡍ

㝃　ᖏ　事　㡯　➼ ᒚ　⾜　≧　ἣ

␃ព事㡯 ᒚ⾜῭

成ᖺᗘ๓ࠊᐃᖺつ⛬
࠼㉸ࢆ㏥職ᖺ㱋ࡿࡵᐃ
ẚࡀྜࡢᑓ௵ᩍဨᩘࡿ
㍑ⓗ㧗ࠊࡽࡇ࠸ᐃᖺ
つ⛬ࡢ㊃᪨ࢆ㋃ࡓ࠼ࡲ㐺
ษ࡞㐠⏝ດࡶࡿࡵ
ᑗ᮶ࡢᩍဨ⤌⧊⦅ไࠊ
ᵓ࡚࠸ࡘ╔ᐇᐇ
ࠋࡇࡿࡍ

成ᖺᗘ࡛ࡲᐃᖺつ⛬ᐃ
ᑓ௵ᩍࡿ࠼㉸ࢆ㏥職ᖺ㱋ࡿࡵ
ဨࡣ�名࡛ࡕ࠺ࡢࡑࠊࡀࡓࡗ࠶
�名ࡀᑵ௵㎡㏥ࠊࡵࡓࡓࡗ࡞
ᐃᖺつ⛬ᐃࡿࡵ㏥職ᖺ㱋ࢆ
㉸ࡿ࠼ᑓ௵ᩍဨ2ࡣ名ࡾ࡞
����ࠋࡓࡋపୗࡣྜ

ᖹ成��ᖺ�-�᭶$&⏦ㄳཷ࡚
ᑂࠊࡋᑓ௵⿵ࡗ࡞ࡇ࠾ࢆ
（ඖ）ࠋࡓ

ㄆྍ後1ࡢ�᭶ࠊ$&⏦ㄳ࡛ᑓ
௵⿵ࡢࡢࡶࡓࡗ⾜ࢆ担当
&$ࡁ⥆ࡁᘬࠊࡵࡓࡓࡗ࡞ྍ
⏦ㄳ࡚࠸࠾ᑓ௵⿵ࡇ࠾ࢆ
（��）ࠋ࠺࡞

2�



タ　⨨　　ࡢ　ィ　⏬ ኚ᭦ෆᐜ・≧ἣࠊ後ࡢぢ㏻࡞ࡋ

 ヱ当ࡋ࡞  ヱ当ࡋ࡞

➨1ᅇ　ᖹ成��ᖺ�᭶2�᪥（㔠）ฟᖍ者�名

➨2ᅇ　ᖹ成��ᖺ�᭶2�᪥（㔠）ฟᖍ者�名࣓࣮࠙ࣝ㆟ࠚ

➨�ᅇ　ᖹ成��ᖺ�᭶2�᪥（㔠）ฟᖍ者�名࣓࣮࠙ࣝ㆟ࠚ

➨�ᅇ　ᖹ成��ᖺ�᭶2�᪥（㔠）ฟᖍ者�名࣓࣮࠙ࣝ㆟ࠚ

➨�ᅇ　ᖹ成��ᖺ1�᭶2�᪥（ᮌ）ฟᖍ者�名࣓࣮࠙ࣝ㆟ࠚ

➨�ᅇ　ᖹ成��ᖺ12᭶21᪥（㔠）ฟᖍ者�名࣓࣮࠙ࣝ㆟ࠚ

➨�ᅇ　ᖹ成�1ᖺ2᭶22᪥（㔠）ฟᖍ者�名

➨�ᅇ　ᖹ成�1ᖺ�᭶1�᪥（Ỉ）ฟᖍ者�名

ᤵᴗෆᐜ・᪉ἲࡢᨵၿࢆᅗࠊࡵࡓࡿᩍဨࡢᩍ⫱ᢏἲࢆᨵၿࡢࡵࡓࡿࡍᨭࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉᵓ⠏ࠊ

㹟　ᐇෆᐜ

Ｆ㹂◊ಟ

　㹠　ᐇ᪉ἲ

ᖺ2ᅇＦ㹂◊ಟࢆ㛤ദࠋ（Ꮫ部ඹദ）

　㹡　㛤ദ≧ἣ（ᩍဨࡢཧຍ≧ἣྵࡴ）

・➨1ᅇ　᪥㸸ᖹ成��ᖺ�᭶1᪥（Ỉ）1���ศ1ࡽ���ศ
ᐇෆᐜ㸸࣐࣮ࢸᇶ࡙ࢆࢡ࣮࣡ࣉ࣮ࣝࢢࡁᐇࠋࡓࡋ
作成ࠖࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉಟ◊'(ࡿࡍ㛵⫱ᩍࡿࡅ࠾⩦ᐇࠕ
ฟᖍ者㸸2�名

・➨2ᅇ　᪥㸸ᖹ成��ᖺ�᭶�᪥（Ỉ）1���ศ1ࡽ���ศ

ฟᖍ者㸸2�名

　㹢　ᐇ⤖ᯝࢆ㋃ࡓ࠼ࡲᤵᴗᨵၿྲྀࡢ⤌≧ἣ

◊ಟ࡛ᚓࡓ▱㆑ᢏἲࠊࢆᐇ⩦ࡸㅮ⩏࡚࠸࠾ά⏝ࠋࡿ࠸࡚ࡋ

ճ Ꮫ⏕ᑐࡿࡍᤵᴗホ౯ࡢࢺ࣮ࢣࣥᐇ≧ἣ

㹟　ᐇࡢ᭷↓ཬࡧᐇᮇ

７　その他全般的事項

＜大学院　看護学研究科＞

（１） 設置計画変更事項等

ձ ᐇయไ

㹟　ጤဨࡢタ⨨≧ἣ

　㹠　ጤဨࡢ㛤ദ≧ἣ（ᩍဨࡢཧຍ≧ἣྵࡴ）

　㹡　ጤဨࡢᑂ㆟事㡯➼

（Ꮫ㝔)'・6'ጤဨ）

Ꮫ㝔)'ጤဨ

（ὀ）・　㸯㹼㸴ࡢ㡯┠グධࡓࡋ事㡯௨እ࡛ࠊタ⨨ࡢィ⏬ࡾࡼኚ᭦ࡢࡶࡓࡗ࠶ࡢ（ᮍᐇࠋࡴྵࢆ）

ཬࡧἲ௧㐺ྜᛶ㛵ࡓࡌ⏕࡚ࡋ␃ពࡁࡍ事㡯࡚࠸ࡘグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

（２） 教員のឋのዜਤӼɥの૾ሊ（᳀Ჾ・Ჾѣԃǉ）

ᐇࡎࡏ

　㹠　ᩍဨࡸᏛ⏕ࡢ公㛤≧ἣࠊ᪉ἲ➼

ࠊᕫⅬ᳨⮬ࡢᩍဨࠊࡾᅗࢆ᥎㐍ࡢ࡞㛤Ⓨ࣒ࢸࢫࢩࠊᏛ⩦ᨭ（ᒚಟᣦᑟ）ࠊ㛤Ⓨ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝
⮬ᕫホ౯ࠊࡶࢆᩍဨỈ‽ྥୖࡸᩍဨࡢ㈨㉁ྥୖࠋࡴ⤌ࡾྲྀ

ղ ᐇ≧ἣ

ᐇෆᐜ㸸ࡢࢢࣥࢳ࣮ࢥᑓ㛛ᐙࢆᣍࡢࢢࣥࢳ࣮ࢥࡁ▱㆑ࡢࡑࡾࡼ⩦₇ࡶࡿࡵ῝ࢆᢏἲࢆᏛࠋࡔࢇ

（ὀ）・ࠕձ㹟　ጤဨࡢタ⨨≧ἣࠖࠊࡣ㛵ಀつ⛬➼ࢆ㌿㍕ཪࡣῧࠋࡇࡿࡍ

（↷グධཧ）ࠋࡇࡿࡍ࡚グ㍕ࢆ⤌ྲྀࡿ࠸࡚ࢀࡉᐇࠊࡣղᐇ≧ἣࠖࠕ

2�



ձ タ⨨ࡢ㊃᪨・┠ⓗࡢ㐩成≧ἣ㛵ࡿࡍ⥲ᣓホ౯・ᡤぢ

後ᩥࡶ部⛉Ꮫ┬ࡀㄆドホ౯ไᗘࡢ┠ⓗࠕࡿ࠸࡚ࡋᏛ➼ࡢᩍ⫱◊✲Ỉ‽ୖྥࡢ㈨ࢆࡇࠖࡿࡍ

༑ศ⌮ゎࡿ࡞ࡽࡉ ࠊࡋᩍ⫱◊✲άືࡢᐇࠊⓎᒎࠋࡴ⤌ࡾྲྀ

（４） ᐯࠁໜ౨・ᚸ̖等に᧙する事項

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධ࡚ࡵྵ

－

ղ ⮬ᕫⅬ᳨・ホ౯ሗ࿌᭩

　㹟　公⾲（ணᐃ）ᮇ

・௧ඖᖺ�᭶1᪥

　㹠　公⾲᪉ἲ

・公ᘧࢪ࣮࣒࣮࣌࣍

（３） 教育課程連ઃңᜭ˟に᧙する事項

　ᛆ࢘Ƴし

（ὀ）・　後公⾲ࡿࡍணᐃࡢሙྜࠕࠊࡣ᭷ࠖࢆ࣐ࣝグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ後ࡶ公⾲ࡿࡍணᐃ࠸࡞ࡀሙྜࠊࡣ

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධࢆ࣐ࣝࠖ↓ࠕ

　㹟　ࡢࢪ࣮࣒࣮࣌࣍公⾲ணᐃࡢ᭷↓　　（ ᭷ ・ ↓ ）

ࡘሗ࿌᭩ࡴྵࢆホ౯ෆᐜࡿࡍ㛵⧊⤌ࡢ㇟当ヱㄪᰝᑐࠊࡣ࡚࠸ࡘղ　⮬ᕫⅬ᳨・ホ౯ሗ࿌᭩ࠖࠕࠊ࠾࡞

ճ ㄆドホ౯ࡿࡅཷࢆィ⏬

　㹠　公⾲↓ࡢሙྜࡢ≉ẁࡢ⌮⏤　　（ ）

　㹠　公⾲᭷ࡢሙྜࡢ公⾲（ணᐃ）ᮇ　　（　௧ඖᖺ �᭶ 1᪥　　）

ࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋグධ࡚࠸

（５） ऴ報π表に᧙する事項

ۑ タ⨨ィ⏬ᒚ⾜≧ἣሗ࿌᭩（௧ඖᖺᗘ）

（ὀ）・　タ⨨ࡢィ⏬ࡢኚ᭦（ཪࡣᮍᐇ）ࡢ᭷↓㛵ࡎࡽࢃグධࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡋ

ࢆ᰿ᣐ࡞ලయⓗࡅࡔࡿࡁ࡛ࠊࡣ࡚࠸ࡘᣓホ౯・ᡤぢࠖ⥲ࡿࡍ㛵㐩成≧ἣࡢ㊃᪨・┠ⓗࡢ⨨ձ　タࠕࠊࡓࡲ
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Ꮫㄽᩥࡢᑂᰝᇶ‽

ㄽᩥࡣ༢ⴭྛࠊࡋᑂᰝጤဨࡀෆᐜ㛵ࡿࢃ㡯┠ࡢ࡚࠸ࡘホ౯ࡢࡑࠊ࠸⾜ࢆホ౯ࡀタ

ᐃࡓࢀࡉᇶ‽ࡓࡋࡓ‶ࢆሙྜྜࠊ᱁ࠋࡍࡲࡋ

修ኈㄽᩥᑂᰝᇶ‽

࣐࣮ࢸ✲◊��

Ꮫ⾡ⓗ㔜要ࠋࡿ࠶࡛࣐࣮ࢸ✲◊࡞

��◊✲⫼ᬒ

ඛ⾜◊✲࣭ᩥ⊩ࡢ㛵㐃ࡣ༑ศ࡛ࠋࡿ࠶

��◊✲┠ⓗ

◊✲┠ⓗࡀ᫂☜࡛ࠋࡿ࠶

⩏ពࡢ✲◊��

┳ㆤᏛࡢⓎᒎ㈉⊩ࠊࡋἼ及ຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࠋࡿࡁ

��◊✲方法

◊✲┠ⓗࢆ㐩ᡂࡵࡓࡿࡍ㐺ษ࡞◊✲方法ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ

⛉Ꮫⓗ᰿ᣐᇶ࡙ࡓ࠸◊✲方法ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ࠸⏝ࡀ

◊✲方法ࡀලయⓗㄽ㏙ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ

��◊✲⤖ᯝ

ࠋࡿࢀࡽࡵㄆࡀ᪂つᛶ✲◊

��⪃ᐹࠊ⤖ㄽࠊㄽᩥࡢᵓᡂᙧᘧ

⤖ᯝ⪃ᐹྜᩚࡢᛶࠋࡿ࠶ࡀ

ㄽ᪨ࡣ᫂☜୍࡛ࠊ㈏ᛶࠋࡿ࠶ࡀ

Ꮫ⾡ㄽᩥࡢ࡚ࡋయࠋࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀ

㐺ษᛶࡢ⌧⾲��

◊✲බṇࡢほⅬࡽၥ㢟ࠋ࠸࡞ࡀ

◊✲⌮ࡢၥ㢟㐺ษᑐᛂࠋࡿ࠸࡚ࡋ

��බ㛤ᑂᰝࡿࡅ࠾Ꮫ⏕ࡢ㉁ᛂ⟅ࡢෆᐜ

ㄢ㢟◊✲ㄽᩥᑂᰝᇶ‽

ㆤᨭ方法及┳ࡓࡌᛂែ≦ࡢᝈ⪅及びᐙ᪘ࡓࡋᐇ㊶࡛య㦂ࡢ⩦⢭⚄┳ㆤᏛᐇࡀ࣐࣮ࢸ࣭

び㧗ᗘ࡞┳ㆤᢏ⾡ࠊ┳ㆤᖌࡢ⮬ᕫ⌮ゎᇶ࡙ࡃᐇ㊶ሙ㠃࡛Ẽ࡙ࡓ࠸┳ㆤຓ࠺⾜ࢆ㝿ࡢ

ෆⓎⓗ࡞ຊࠊᝈ⪅及びᐙ᪘┳ㆤᖌࡢ㛵ಀᛶᙳ㡪ࡿࡍ要ᅉ࡞ࠊ㛵࠶࡛ࡇࡿࡍ

ࠋࡇࡿ

࣭Ꮫ⾡ㄽᩥࡢ࡚ࡋయࠋࡇࡿ࠸࡚ࡗᩚࡀ

࣭⢭⚄┳ㆤᏛᐇ⩦ࡢ୰࡛Ẽ࡙ࡓ࠸ㄢ㢟◊✲᳨ࡃ῝ࢆ࣐࣮ࢸウࠊࡋ᪂࡞ࡓ▱ぢࢆㄽ⌮ⓗ♧

ࠋࡇࡿ࠸࡚ࡋ☜᫂ࢆ⩏ពࡢࡑࠊࡋ

࣭◊✲⌮ᑂᰝጤဨࡢᢎㅙࢆᚓ࡚ࠋࡇࡿ࠸
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研究科委員会資料

科目名 育成する能力

1 国際医療特論 諸外国の医療制度や看護の課題を学び、看護や医療を多角的に捉える教育力を修得する。

2 国際看護特論 国内外の看護の現状や健康課題について理解し、国際的に看護活動が展開できる能力と、国際的な視点を持って
看護問題の解決方法を検討する能力を育成する。

3 ヘルスプロモーション特論 高度な看護を提供する上で必要となるヘルスプロモーションの基盤である体力と運動生理学理論そして行動変容理
論を応用できる能力を育成する。

4 看護倫理特論 常に看護倫理の持つ意味を探求し、看護職が直面する倫理問題に気づく力、考察する力、マネージメントする力を
修得し、様々な倫理問題を解決する能力を育成する。

5 コンサルテ―ション論 マネジメント力に不可欠なコンサルテーションの知識と技術の修得

6 看護理論特論 看護理論を通して、看護のエビデンスを明確にし、看護理論を実践に応用することができる能力を育成する。また、
看護理論を分析し、理論構造と特性を明らかにすることで、看護教育、看護研究への応用ができる能力を育成する。

7 看護教育学特論 看護教育や看護の継続教育に関する教育力を修得する。

8 看護管理学特論 保健医療チームとの調整や看護の機能を効果的かつ円滑に展開するマネジメント力の修得

9 臨床薬理学 各種病態に対応した薬物治療を病態学的、薬力学的ならびに薬物動態的に理解して、最適・最新な看護ができる能
力を育成する。また未解決薬物治療を視野に新薬開発臨床試験等においても関われる能力も育成する。

10 病態生理学 各種疾患の病態において詳細な生理学的変化を理解し、根拠に基づいた最適な看護対応能力を
育成する。

11 フィジカルアセスメント 高度実践看護師が対象者の抱える健康問題について、全身をシステマティックに診て臨床看護判断が実施できるた
めの能力を育成する。

12 看護研究特論 特別研究、課題研究、及びマネジメント力に必要な看護研究の方法を習得する。

13 在宅看護学特論Ⅰ（在宅看護学） 在宅におけるさまざまなライフステージにある人の健康課題と高度な在宅医療のなかでのチーム医療における看護
職の役割を考察する能力を育成する。

14 在宅看護学特論Ⅱ（慢性期） 在宅における主要な疾患の慢性期における高度な全人的看護ができる能力を育成する。また、慢性期疾患を持つ
患者及び家族の健康課題を分析し、看護を開発する能力を育成する。

15 在宅看護学特論Ⅲ（回復支援） 介護予防など在宅生活を向上させるための回復支援場面における多職種との連携に関するマネジメント力を修得す
る。

16 在宅看護学特論Ⅳ（地域包括支援） 地域包括支援システムを推進するために看護職が果たす役割・課題について理解することで、地域包括支援システ
ムを推進できる教育力を修得する。

17 在宅看護学特論演習 在宅における患者と家族の多様なニーズに対応できる援助方法や在宅医療を支える看護職の役割について探求で
きる能力を育成する。また、在宅看護のリーダーとしてリーダーシップが取れる能力を育成する。

18 育成看護学特論Ⅰ（発達支援） 小児の健全な発達を遂げるために必要な施策や制度と支援方法を理解することで、小児の成長発達や家族機能の
支援のための専門的知識に関する教育力を修得する。

19 育成看護学特論Ⅱ（次世代育成支援） 理論や科学的根拠に基づいて次世代育成に向けた看護のあり方を探求し、次世代育成に貢献できる看護を実践で
きる力を育成する。

20 育成看護学特論Ⅲ（リプロダクティブヘルス・ケア） 女性のリプロダクティブヘルス・ケア上の課題や介入のための理論や看護について理解することで、女性のリプロダク
ティブヘルス・ケアのための専門的知識に関する教育力を修得する。

21 育成看護学特論Ⅳ（家族支援） 家族支援や家族ケアの具体的方法の理解による家族構成員全体へのケアを調整できるマネジメント力を修得する。

22 育成看護学特論演習 育成看護学分野における課題や課題に対する看護の方法を科学的に探求できる能力を育成する。

23 精神看護学特論Ⅰ（歴史・法制度） 精神保健・医療・福祉・看護の制度と歴史について理解を深め卓越した看護実践者のための教育力を修得する。

24 精神看護学特論Ⅱ（精神・身体状態の評価） 精神・身体状態の評価について理解を深め卓越した看護実践者のための教育力を修得する。

25 精神看護学特論Ⅲ（精神科治療技法） 様々な精神科治療技法について理解を深め卓越した看護実践者のための教育力を修得する。

26 精神看護学特論Ⅳ（精神看護理論、援助技法） 精神看護学を支える看護理論と援助技法について理解を深め卓越した看護実践者のための教育力を修得する。

27 地域移行支援精神看護学特論 日本や諸外国のケアマネジメントモデルを学び、ケアに関するマネジメント力を修得する。

28 急性期精神看護学特論 急性期の精神看護学について理解を深め卓越した看護実践者のための実践力と教育力を修得する。

29 精神看護学演習Ⅰ（精神科治療技法） 様々な精神科技法について理解を深め卓越した看護実践者のための実践力と教育力を修得する。

30 精神看護学演習Ⅱ（精神看護理論、援助技法） 精神看護学の実践を支える精神看護理論と援助技法について理解を深め卓越した看護実践者のための実践力と教
育力を修得する。

31 精神看護学実習　アセスメント 精神を病む人とその家族の包括的なアセスメントを実践して卓越した看護実践者のための実践力と教育力を高める。

32 精神看護専門看護師役割実習 精神看護専門看護師が担う6つの役割について理解を深め卓越した看護実践者のための実践力と教育力を修得す
る。

33 直接ケア実習 精神を病む人とその家族への治療技法を実践して卓越した看護実践者のための実践力と教育力を高める。

34 上級直接ケア実習 選択したサブスペシャリティの対象者とその家族の複雑で解決困難な課題に対する看護を実践して卓越した看護実
践者のための実践力と教育力を高める。

35 特別研究 研究の遂行に伴う研究協力者はじめ研究フィールドにおける関係する職種とのマネジメント力を修得する。

36 課題研究 研究の遂行に伴う研究協力者はじめ研究フィールドにおける関係する職種とのマネジメント力を修得し、研究への取
り組みを通して臨床での看護実践に必要な課題探究力に関する教育力を修得する。

大学院看護学研究科　シラバス項目追加　『育成する能力』
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奈良学園大学ＦＤ委員会規程 

 （設置） 

第１条 本学にＦＤ委員会（以下「委員会」という。）を置き、本学におけるＦＤ(ファカルティ・デ

ィベロップメント）推進のために必要な事項の審議及び学部間の連絡、調整等を行う。 

 （構成員） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 副学長

(2) 学部選出教員 各２名

(3) 事務局教務課長

(4) その他学長が必要と認め委嘱した者

２ 前項第２号及び第４号の委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （委員長） 

第３条 委員会に委員長を置く。なお、委員長は、委員の中から学長が指名する。 

２ 委員長は、委員会を招集し、議長となる。 

 （審議事項） 

第４条 委員会は、次の事項を審議する。 

(1) 授業改善のための基本方針の策定に関する事項

(2) 教育活動における教職員の交流と研修に関する事項

(3) 教員の教授活動相互研鑽に関する事項

(4) 学生による授業評価の実施に関する事項

(5) 学生の勉学能力の育成に関する事項

(6) その他委員会が必要と認めた事項

２ 前項の審議事項は、企画運営会議に報告または発議し、必要に応じて大学評議会に報告または発

議するものとする。 

（小委員会の設置） 

第５条 委員会は、必要に応じて、小委員会を設置することができる。 

２ 小委員会は、議論の内容を委員会に報告しなければならない。 

（委員以外の出席） 

第６条 委員長は、委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

（事務） 

第７条 委員会の事務は、事務局教務課がこれを行う。 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、大学評議会においてこれを行う。 

附 則 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

制  定 平成１８年 ４月 １日 

最近改正 平成２６年 ４月 １日 
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附 則 

この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定にかかわらず、平成２２年４月１日を任期の始期とする第２条第１項第２号

の委員のうち各学部１名の任期は１年とする。 

附 則 

この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定にかかわらず、平成２６年４月１日を任期の始期とする第２条第１項第２号

の委員のうち各学部１名の任期は１年とする。 
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